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（仮称）仲町すこやか福祉センター整備等にかかる設計・施工業者の再公募の実施 
及び開設時期の変更について 

 
 
仲町小学校跡施設活用により整備する（仮称）仲町すこやか福祉センター、地域スポーツク

ラブ、精神障害者社会復帰センターについては、下記のとおり設計・施工業者の再公募を実施

するとともに、開設時期を変更する。 
 

記 
 
１．開設時期 

平成２２年２月から同年７月に変更する。 
 
２．公募・選定の経過 

（仮称）仲町すこやか福祉センター等の整備にあたっては、設計・施工を同一業者に発

注する「設計・施工一括発注方式」を採用することとしている。本年６月、事業者を公募

し、８月に設計・施工業者選定委員会において２者を契約交渉事業者として選定した。 
 
３．再公募の実施及び開設時期の変更理由 

公募・選定手続の期間中に、２者は公正取引委員会から独占禁止法に基づく課徴金納付

命令及び都から指名停止措置を受けたことから、区も２者に対して指名停止措置（指定停

止期間３か月）を行った。このため、契約交渉手続を取りやめ、改めて設計・施工業者を

公募するとともに、開設時期を平成２２年７月に変更する。 
 

４．今後の主な予定 

○平成２０年１０月下旬～   近隣住民及び関係団体等へ情報提供 
○  〃  １０月末～１２月  再公募・選定、契約締結 
○平成２１年 １月～   基本設計・実施設計 
○  〃  １１月～   改修工事 
○平成２２年 ５月   竣工 
○  〃   ７月   開設 


